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身体障害者診断書・意見書について

● 認定に必要な所見は全て記入

（「身体障害者診断書・意見書を作成する際の留意点

について」を参照）

● 参考意見（等級）の記入漏れ

● 診断年月日、医療機関名の記入漏れ

⚫ 日本語で判読しやすい文字で

⚫ 鉛筆書きのままでないか、消えるボールペン
で書いていないか



再認定制度について

将来、障害程度に変化が予想される場合
には再認定が必要

（例）成長期の障害

機能回復訓練の実施

将来的な手術（更生医療の適用等）

心臓ペースメーカ植え込み（H26～）

※ 埼玉県内では、障害程度が軽度化すると予想され
る場合のみ再認定を付けています。



身体障害者手帳の交付状況
（令和６年度末）

単位：人

障害区分 県 さいたま市 川越市 越谷市 川口市 合計

視覚障害 9,384 2,324 735 639 1,090 14,172

聴覚・平衡機能障害 11,223 3,174 933 709 1,176 17,215

音声・言語・そしゃく機
能障害

1,785 502 122 139 187 2,735

肢体不自由 58,747 14,451 4,285 4,243 6,853 88,579

内部障害 48,256 11,760 3,531 3,453 5,714 72,714

心臓機能障害 23,131 5,737 1,673 1,687 2,523 34,751

じん臓機能障害 14,545 3,388 1,130 1,012 1,806 21,881

呼吸器機能障害 1,359 355 103 75 168 2,060

ぼうこう・直腸機
能障害

7,666 1,794 521 545 934 11,460

小腸機能障害 94 26 7 10 15 152

免疫機能障害 1,088 356 77 96 214 1,831

肝臓機能障害 373 104 20 28 54 579

合計 129,395 32,211 9,606 9,183 15,020 195,415



令和６年度の身体障害者手帳審査状況

県 さいたま市 川越市 越谷市 川口市

新規・程度変更・再認
定申請件数

12,424 2,924 900 954 1,345

社会福祉審議会諮問
件数

8 111 17 21 21

申請件数に占める割
合

0.1％ 3.8％ 1.9% 2.2% 1.6%



障害者手帳の福祉サービス

障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉

サービスを利用する際に活用

(障害程度別該当サービス一覧表参照)

福祉サービス等の概要や相談窓口について

取りまとめた「障害者の福祉ガイド」は

埼玉県福祉部障害者福祉推進課HPに掲載

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/fukusiguide/
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